第７号様式の２（第７条関係）

	受付番号
	




　　　　　年　　月　　日
　　　　和歌山県知事　あて
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第８条の２の規定に該当する旨の届出書

社会福祉士及び介護福祉士法附則第１１条第１項の規定により認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた下記の認定特定行為業務従事者が社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第８条の２の規定に該当するため、次のとおり届け出ます。

（届出者）氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先（電話番号）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
当該認定特定行為業務従事者との関係
（　本人　・　同居の親族　・　法定代理人　・　その他（　　　　　　　　　　　））

記
１認定特定行為業務従事者
	認定証登録番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	
	生年月日
	　　　年　 月 　日

	氏名
	
	
	



２届出の事由
	（１）該当する事項（ア～ウ）に○を付けてください。

	　ア　死亡し、又は失踪の宣告を受けた　　※該当するものに○　→　（死亡　・　失踪の宣告）
　イ　法附則第１１条第３項第１号に至った
　ウ　法附則第１１条第３項第２号から第４号までのいずれかに該当するに至った
　　　※該当するものに○　→　（第２号　・　第３号　・　第４号）

	（２）事由の発生年月日

	　　　　　　　　　年　　　月　　　日



※法附則第１１条第３項第１号に該当する場合のみ
	（１）心身の故障により業務に生じている支障について、具体的な内容をご記入ください。

	

	（２）（１）に記載した業務への支障の原因と考えられる心身の故障の状態及び回復可能性等に関する医師の診断書等の証明書類を添付してください。その際、以下の記入欄に書類の概要をご記入ください。

	



備考１　社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第三号研修（特定の者対象の研修）を修了した者であり、複数の対象者に対して認定を受けているものにあっては、その認定証ごとに届出書を作成してください。
　　２　「受付番号」欄には記載しないでください。
　　３　「認定証登録番号」には、登録時に割り当てられた登録番号を記載してください。
　　４　届出の事由がアに該当する場合は、認定特定行為業務従事者認定証を添付して下さい。
　　５　社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第８条の２各号のいずれかに該当することを証する書面を添付すること。

（社会福祉士及び介護福祉士法附則第十一条第三項）
　一　心身の故障により特定行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
　二　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
　三　この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
　四　第四十二条第二項において準用する第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により介護福祉士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
　五　略

（社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第五条の二）
　法附則第十一条第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

（関連規定）
法附則第十一条第三項第三号及び第十四条第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、児童福祉法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、精神保健福祉士法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、子ども・子育て支援法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律、国家戦略特別区域法(第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)、公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律、臨床研究法及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の規定とする。

